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「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令」及び「液石法及び関係

政省令の運用及び解釈の基準」の一部改正について（お知らせ） 

 

 

 標記につきましては、７月２８日付けＬＰ協会保安第２３～２９号及び１０

月６日付けＬＰ協会保安第２３～４４号において一部改正案に対する意見募集

のお知らせをしたところです。 

 

この度、経産省より別添のとおり１１月２８日付けで１２月１日より改正さ

れる旨の通知がありましたのでお知らせいたします。 

 

主な改正概要 

 

◎ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令に引用されているす

べてのＪＩＳ規格について、最新の年号のものに置き換える。 

旧ＪＩＳ規格が廃止され、対応する現行ＪＩＳ規格が存在しないものに

ついては、要求する機能を規定するとともに、現行の技術基準に係る記述

が不適当なものについて、一部修正し改正。 

 

◎ 液石法及び関係政省令の運用及び解釈の基準の別添１及び別添２の現行

規定と整合性が取れていない部分について一部改正。 

また、液化石油ガス器具等の技術上の基準に係る運用及び解釈を定めて

いる別添５について改正。 

 
 

 

以 上 

発信手段：メール 

担当者：瀬谷 












































































